
医師や看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射
線技師、理学療法士、臨床工学士、栄養士、歯科衛
生士など、さまざまな職種の仕事を体験できるよう
に準備しています。
地域の皆さんが病院に愛着を持ってもらえるよう

に、また、未来の医療従事者を夢見てもらえるよう
に、たくさんの楽しい企画を用意して待っています。

とき　７月29日㈮　10時40分～17時10分
ところ　市民病院
対象　碧南、西尾、安城、高浜市内に在学する小学
５・６年生と保護者
※昨年参加した小学生は参加できません。
定員　12組程度
※申込み多数の場合は抽せんです。
申込み　７月７日㈭までに往復はがきに氏名、性別
（親子とも）、学校名、学年、住所、電話番号を記
入し市民病院管理課（〒447-8502　平和町３－６）

とき　７月29日㈮　10時40分～17時
ところ 市民病院

ハナちゃん通信市 民 病 院
問合せ
市民病院管理課

☎（48）5050

七代「光圀」のときの文政12年（1829年）ごろに
最盛期を迎えた国松十兵衛家ですが、わずか６年後
の天保６年（1835年）のころになると家業はかなり
衰退し、安政３年（1856年）には鋳物業を休職する
までになってしまいました。急激な家業衰退と絶家
のため、現在ではその名を知る人は少ないようです。碧南市の鋳物業は、延宝４年（1676年）に、近江

国栗太郡辻村（現滋賀県栗東市）から国松十兵衛・
七郎兵衛親子が大浜村の松江（現松江町）にやって
きたことから始まります。
初代「家次（重政）」から八代「忠平」が国松十

兵衛を名乗り、市内外の寺社の梵鐘・喚鐘などを数
多く鋳造しました。
しかし、戦時中の供出によりそのいくつかが無く

なってしまい、現在碧南市の寺社に残っているもの
は、喚鐘５口、鉄湯釜が３口となり、市外にも梵鐘
２口、喚鐘２口、鰐口１口のみとなっています。

詳しくは次の文献をご覧ください。
・「御鋳物師　国松十兵衛」（昭和51年　市鋳物工業協同組合）
・「碧南鋳物の祖　国松十兵衛」（平成24年度　文化財展資料）

△六代目作　用心
喚鐘（松江区蔵）

△七代目作　喚鐘
（光正寺蔵）

問合せ　文化財課内市史資料調査室　☎（41）4566

碧南の歴史へのいざない

小学生病院体験ツアーを
開催します

No.26　人物小伝

国松十兵衛

ぼんしょう かんしょう

てつ　ゆ　がま

みつくに

くに　まつ　じゅう　べ　　え

きょうしゅつ
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問合せ　税務課市民税係
次の条件に該当する人は平成28年度の市県民税が

減免になります。
①28年１月１日以降に死亡した納税義務者のうち27
年中の合計所得金額が500万円以下の人
②27年中の合計所得金額が500万円以下で控除対象配
偶者または扶養親族がいる人で、28年中の合計所
得金額見込みが27年中の合計所得金額の２分の１
以下になると認められる❶～❸のいずれかに該当
する人
❶負傷、疾病により長期間（90日以上）働けない
状態の人❷失業した人（定年や自己の都合による
退職は該当しない）❸倒産した人
③27年12月31日時点で勤労学生で❶～❸すべてに該
当する人
❶自己の勤労に基づく給与所得などがある❷合計
所得金額が65万円以下❸合計所得金額のうち給与
所得など以外の所得が10万円以下
※勤労学生の対象となる学校についてはお問い合
わせください。

減免額　28年度に課税された納期限未到来かつ未納
分のうち①全額②所得割額の２分の１③全額
必要書類　②❶医師の診断書❷雇用保険受給資格者
証、会社が発行する退職証明書（住所、氏名、生年
月日、雇用期間、退職理由の詳細を記載）、解雇・
雇止通知書など❸倒産の分かる書類など③27年12月
31日時点で学生であることを証明する書類
申込み　印鑑と必要書類を税務課市民税係
ご注意
減免の対象となる市県民税は、納期限未到来分で
未納分に限ります。すでに納期限が到来したものや
納付したものは、減免の対象となりませんので、納
期限前かつ納付前までに必ず申請をお願いします。

消防団っていいなぁ
消防団員の皆さん、仕事や家庭があるなか、消防
団活動にご尽力いただき、誠にありがとうございま
す。また、地域の皆さん、行政・消防関係者の皆さ
んには消防団に対して、ご理解とご協力をいただき、
おかげ様で消防団が成り立っていることに対して感
謝申し上げます。閉ざすことなく引き継いでいくこ
とが大きな責任の１つであります。私たちは若い力
を育て地域に恩返ししていかなければなりません。
人間が感じる最高の幸せとは、「人から何かをし
てもらう」幸せ、「できる」幸せ、「だれかに何か
をしてあげた」「自分がだれかの役に立てた」「自
分がだれかに喜んでもらえた」幸せだと聞いたこと
があります。

消防団は、火災や災害などに備えて活動していま
す。消防団に限らず、与えられた時間をどう生かす
かは自分次第です。私たちは、与えられた時間を契
約でもお金でもなく、だれかの喜びに変えるという
思いで活動しています。
この地域は近年、大規模災害は発生していません
が、どんな災害に対しても備えることは大切です。
私自身、身近に大切な人がいます。守っていく覚悟
があります。消防団も、大切な人や地域を守れる消
防団を目指して、碧南市の防災力を少しでも高めて
いきたいと思います。引き続きご支援ご協力をお願
いします。
若い皆さん、生涯の友になりませんか。私たちと
共に地域の安心安全のために、活動しましょう。自
信と誇りを持ち、そして自分を高めていきましょう。
きっと、流した汗は必ず役に立つときが来ます。自
分を認め、自分を信じ、自分を応援してください。

問合せ　税務課市民税係
次の条件に該当する人は平成28年度の市県民税が
減免になります

があります。

市県民税の減免市県民税の減免

消防団長
長田康弘さん

経歴
平成25・26年度　副団長
平成27・28年度　団長

問合せ
防災課地域防災係　　
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